
令 和 ４ 年
８月16日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
三
件
）
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報
（
畜
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

休
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
か
い

ご
セ
ン
タ
ー
楽

笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

か
い
ご
セ
ン

タ
ー
楽
笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

訪
問
介

護

令
和
四
、五
、
三
一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

休
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
か
い

ご
セ
ン
タ
ー
楽

笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

か
い
ご
セ
ン

タ
ー
楽
笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

介
護
予

防
訪
問

介
護

令
和
四
、五
、
三
一

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

夢
の
み
ず
う
み

村

山
口
市
中
尾
七

八
七
の
一

夢
ハ
ウ
ス
ゆ
だ

山
口
市
楠
木
町

四
番
一
九
号

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

令
和
四
、四
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー

株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
南

大
井
六
丁
目
二
〇

番
一
四
号

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー

周
南
・
ケ
ア
プ
ラ

ン
セ
ン
タ
ー

周
南
市
桜
木
一
丁

目
一
番
三
二
号

令
和
四
、六
、

一

一
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山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

夢
の
み
ず
う
み

村

山
口
市
中
尾
七

八
七
の
一

夢
ハ
ウ
ス
ゆ
だ

山
口
市
楠
木
町

四
番
一
九
号

介
護
予

防
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介
護

令
和
四
、四
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施
字
田
谷
八
一
三
の
九

六
・
〇

三
六
・
八
令
和
四
、
七
、
二
八

公

告

（
一
四
五
）
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き
、
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
一

Ｃ
六

そ
の
他
令
和
三
、

一
〇
、
三
〇
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口
Ａ
Ｉ
セ
ン

タ
ー

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
二

Ｃ
四

〃

〃一
一
、
一
一
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
三

Ｈ
Ｄ
一
二

〃

〃〃

二
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
四

Ｈ
Ｄ
六

〃

〃〃

一
一
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
五

Ｈ
Ｄ
一
〇

〃

〃〃

二
六
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
六

Ｈ
Ｄ
一
三

〃

〃〃

三
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
七

Ｈ
Ｄ
九

〃

〃〃

二
六
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
八

Ｈ
Ｄ
一
一

〃

〃〃

三
〇
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
〇
九

Ｈ
Ｄ
一
四

〃

〃〃

一
八
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
〇

Ｈ
Ｄ
八

〃

〃〃

二
〇
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
一

Ｈ
Ｄ
五

〃

〃〃

一
一
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
二

Ｈ
Ｄ
四

〃

〃〃

一
三
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
三

九
四
二
九

〃

〃
八
、
二
八
カ
ナ
ダ
〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
四

九
四
一
七

〃

〃
〃

五
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
五

九
四
三
二

〃

〃
〃

二
四
〃

〃

〃〃

三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
六

九
四
五
八

〃

〃
〃

二
八
〃

〃

〃〃 二
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三
二
二
三
五
〇

一
〇
〇
一
七

Ｃ
五

〃

〃一
〇
、
二
一
宮
城
県
〃

〃〃

二
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三
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令
和
四
年
八
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
八
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


